
【参考資料】 

第１章 調査及び対策工の検討方針 

１－１  調査 

１－１－１  調査の目的 

トンネルの調査は､点検結果に基づき調査が必要と判断される場合に行われるものである。点

検で得られた変状に関する情報、資料を補い、現況の変状状況を把握し、変状原因の推定、通

行者・車両の安全確保、構造物としての安全性、維持管理作業に及ぼす影響、対策工の要否お

よび緊急性を判定するとともに、対策工の選定、範囲、数量等の設計資料を得ることを目的と

する。 

１－１－２ 調査の必要な変状 

トンネルの調査は、変状詳細状況の把握や変状原因の推定、対策工の必要性および緊急性の

判断を目的としていることから、変状が単純で原因が明らかであり、対策工の選定に調査を要

しないものについては、調査を省略して対策工を実施することが可能となる。 

調査が必要となる変状の種類を表-1.1.1に示す。表に示す以外の変状については、調査を省

略して対策工の検討が可能となるが、点検者の判断で調査が必要と考えられる場合は必要とな

る調査を提案するものとする。 

表-1.1.1 調査が必要となるトンネル変状の種類 

変状種類 調査目的 変状状況 

ひび割れ 

外力の作用が疑われる 幅3mm以上、段差を伴う、角欠け(圧ざ)を伴う 

背面空洞が疑われる 放射状･同心円状のもの 

鉄筋の劣化が疑われる 
RC構造で幅0.5mm以上もしくは錆汁を伴うもの 

坑門工で幅0.4mm以上もしくは錆汁を伴うもの 

うき 原因特定、対策工の判断 目地以外の箇所で範囲が１㎡以上のもの 

背面空洞 対策工の判断 
地山が露出するもの、背面空洞が確認されるもの 

覆工厚が20cm未満のもの 

鋼材露出 対策工の判断 構造鉄筋、鋼製支保工が露出しているもの 

漏水 原因特定、対策工の判断 噴出･流下、析出物を伴う、有色･有臭のもの 

変形 外力の作用が疑われる 
覆工の変形、舗装版の隆起･沈下、縁石の押出し、 

目地開き 

材質劣化 対策工の判断 
骨材が粒径の半分以上露出、モルタル分が削れるもの 

建設後40年以上経過するトンネル 
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１－１－３ 調査項目の選定 

調査が必要とした変状に対して、以下の調査項目を選定することを基本とする。ただし、点

検者の判断で別途調査が必要と考えられる場合は、必要な調査を提案するものとする。 

点検では、変状の状況に応じて調査の必要性を判定するものとし、利用者被害の可能性や構

造安全性の判定区分が１～２の場合はＣ１、判定区分が３～５の場合はＣ２を選定する。 

表-1.1.2 トンネル変状に対する調査項目 

変状 変状状況 調査内容 

ひび割れ 

外力が疑われるもの 
クラックゲージ等による進行性調査 

内空断面計測による進行性調査 

背面空洞が疑われるもの 電磁波レーダー探査(覆工厚･背面空洞) 

鉄筋劣化が疑われるもの 
中性化深さ調査(ﾌｪﾉｰﾙﾌﾀﾚｲﾝ法･ﾄﾞﾘﾙ削孔法) 

鉄筋腐食の調査(はつり法、自然電位法) 

うき 原因特定・対策工判断 電磁波レーダー探査(覆工厚･背面空洞) 

背面空洞 分布状況把握・対策工判断 

電磁波レーダー探査(覆工厚･背面空洞) 

ﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟによる内部状況調査 

コンクリート圧縮強度試験(コア･非破壊) 

鉄筋露出 

かぶり状況把握・対策工判断 鉄筋かぶり探査(電磁誘導法･電磁波反射法) 

鉄筋劣化が疑われるもの 
中性化深さ調査(ﾌｪﾉｰﾙﾌﾀﾚｲﾝ法･ﾄﾞﾘﾙ削孔法) 

鉄筋腐食の調査(はつり法、自然電位法) 

漏水 

原因特定・対策工判断 地表踏査、湧水量調査 

有害水等が疑われるもの 
水質分析(pH･電気伝導度･ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰ) 

析出物の科学分析(粉末X線解析、SEM、EDS) 

変形 外力が疑われるもの 

内空断面計測による進行性調査 

水準測量による動態観測 

３Ｄゲージ等による進行性調査 

材質劣化 

原因特定・対策工判断 

劣化深さ調査(コアボーリング) 

コンクリート圧縮強度試験(コア) 

中性化深さ調査(ﾌｪﾉｰﾙﾌﾀﾚｲﾝ法･ﾄﾞﾘﾙ削孔法) 

建設後40年以上経過 

電磁波レーダー探査(覆工厚･背面空洞) 

ﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟによる内部状況調査 

コンクリート圧縮強度･中性化深さ試験(コア) 

路面 外力が疑われるもの 
内空断面計測による進行性調査 

水準測量による動態観測 

その他 
偏土圧･地すべりが 
疑われるもの 

地表踏査 

調査ボーリング・傾斜計による動態観測 

クラックゲージ・内空断面計測による進行性調査 

表-1.1.3 トンネル調査に対する判定基準

判定区分 判定基準 

Ｃ２ 
通行者・通行車両に対して危険を与えるため、早急に詳細調査を実施して

対策を検討する必要があるもの 

Ｃ１ 
現状では通行者・通行車両に対して危険はないが、変状原因や進行性の把

握のため、計画的な詳細調査が必要なもの。 
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１－１－４ トンネルの変状原因と特徴 

以下に、「道路トンネル変状対策工マニュアル(案) 独立行政法人土木研究所 平成15年2月」

に記載される変状の原因と特徴を示す。 

１－１－４－１ 外力による変状 

6-3



（１） 緩み土圧 

 緩み土圧は、地山が自然に緩み、自重を支えられなくなり、覆工に荷重として作用する鉛直

圧を主体とするものである。このため、アーチの天端にトンネル縦断方向の開口性ひび割れを

生じるものが多い。 

（２） 突発性の崩壊 

 トンネルの上部に比較的大きい空げきがあり、空げきの上部の岩塊が何らかの理由で地山と

分離し落下し、場合によっては衝撃的に覆工に衝突する。覆工の強度が十分でなければ覆工を

破壊し、岩塊もろともトンネル内に落下する崩壊をいう。集中荷重になる場合がある。 

（３） 偏土圧、斜面葡行 

 斜面下や、傾斜した片理や直交方向に緩みが生じて偏土圧が作用し、トンネルが変状するも

のである。山側アーチ肩部に水平開口ひび割れ、段差が生じることが多い。 
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（４） 膨張性土圧（側壁、盤ぶくれ） 

 膨張性土圧による変状では、左右の側壁あるいはアーチの両肩に、複雑な水平ひび割れが生

じやすく、アーチと側壁間に打継目がある場合には段差が生じることがある。 

（５） 支持力不足 

 支持力不足がトンネルの変状と結びつきやすいのは、縦断的、あるいは横断的な不同沈下で

ある。前者の場合、輪切り方向のひび割れを生じやすい。また、後者の場合はトンネル軸の回

転を伴い、斜め方向のひび割れを生じる。 
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（６） 地すべり 

 地すべり粘土に地下水が作用して強度を低下させ、すべり面に沿って地すべり土塊を滑動さ

せ、トンネルが変状するものをいう。地すべりによる変状はトンネルとすべり面の位置関係に

より変状形態が異なる。 

（７） 水圧 

 水圧・凍上圧は、漏水と深くかかわっており、トンネルに作用する場合は通常、側圧が卓越

し、側壁あるいはアーチ肩部の水平ひび割れが生じることが多い。 
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１－１－４－２ 材料劣化による変状 

6-7



（１） 経年劣化 

 覆工の材料劣化は原因に関係なく、時間の経過とともに進行するが、個々での経年劣化はコ

ンクリートの中性化を主たる内容とする。 

 コンクリートの中性化は、コンクリートの密実性を損なうとともに、コンクリート中の鋼材

が錆を生じる原因となる。コンクリート覆工は無筋コンクリートが主体であるため、中性化そ

のものが重大な問題を引き起こす可能性は小さいと考えられるが、坑門等の鉄筋コンクリート

構造物では鋼材腐食の原因ともなりうる。 
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（２） 凍害 

 寒冷地のトンネルでは、凍害は覆工の劣化要因の中でもっとも問題となることが多い要因で

ある。凍害による変状では、あばた・ひび割れのほか、骨材を中心としたコンクリートのポッ

プアウト現象、モルタル及びコンクリート部のスケーリング等の現象が見られるのが特徴であ

る。一般的には、変状の進行は冬期を含む寒冷気候前後での進行という季節的な変動が顕著に

認められる。 

（３） 塩害 

 塩害による変状には、コンクリート中の鋼材腐食、中性化およびアルカリ骨材反応の助長、

海水中に含まれる塩素イオン・硫酸イオン等とコンクリートの水酸化カルシウムの反応による

コンクリートの多孔質化、ひび割れ、表面はく離がある。 

（４） 有害水 

 背面地山中の地下水には、覆工にとって有害成分を含むものがあり、とくに、それが酸性を

示す場合には覆工劣化をもたらす原因となる。 

 有害成分を含む地下水には以下のようなものがある。 

 ① 火山地帯に見られる強酸性の温泉水 

 ② 鉱床を伝わって湧出する地下水 

 ③ 炭酸ガスが水中に溶存する地下水 

 ④ 植物の遺骸等の不完全分解による腐食酸を含む地下水 

 有害な地下水に直接さらされる覆工背面、あるいはなんらかの理由により生じたひび割れか

らの漏水に接する覆工内部、内空表面では劣化の進行、強度低下をもたらす可能性がある。 

（５） 使用材料および施工方法に関する変状 

１）特徴 

 使用材料および施工条件に起因する変状はトンネル構造物としての寿命に比較すると発生

時期は早期なものが多い。また、変状が生じても、直ちに構造物としての安定性が損なわれる

可能性は小さいと考えられる。ただし、一度生じた変状は他の要因による影響を助長する可能

性があることに注意が必要である。 

２）発生機構および発生しやすい条件 

 使用材料の不適切な選定が変状、主としてひび割れの発生につながる場合がある。アルカリ

骨材反応、コンクリート中の塩化物等による変状も材料に原因がある場合の変状であるが、そ
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れを除くと下記の原因が挙げられる。 

   ① セメントの異常凝結・異常膨張 

   ② 骨材に含まれる泥分・低品質骨材 

   ③ コンクリートの沈下、ブリーディング 

   ④ コンクリートの温度変化・乾燥収縮等 

 コンクリート覆工では、セメントの水和熱による温度変化とそれに伴う体積変化が地山の拘

束を受けた場合に、ひび割れが生じる場合が考えられる。いわゆる温度ひび割れであるが、こ

れはセメントの種類、単位セメント量、覆工厚、坑内環境の影響を受ける。乾燥収縮によるひ

び割れは、コンクリートの配合（とくに単位水量が大きいほど乾燥収縮は大となる）、坑内温

度、通風量等が影響する。 

 温度応力、乾燥収縮によるひび割れは、トンネル横断方向に見られるものが多いが、時間の

経過とともに、縦断方向に発生する場合もある。温度応力では、コンクリート打設後、１～２

週間程度、乾燥収縮では、コンクリート打設後数十日以降に生じることが多く、いずれも覆工

の供用年数に比較すると早期なものである。したがって、供用後ある程度の年数が経過した条

件下では、変状の進行は小さく、季節的な温度変動の影響を受ける程度である。 

 コンクリートの施工条件に関する変状の要因としては、下記の項目が考えられる。 

   ① 練混ぜに関するもの：混和材料の不均一な分散、長時間の練混ぜ等 

   ② 運搬、打込みに関するもの：ポンプ圧送時の配合の変更、不適当な打込み順序、 

     過大な運搬時間等 

   ③ 締固め、養生に関するもの：不十分な締固め、工構の振動や載荷、初期養生中の急激 

    な乾燥、初期凍害、不適当な打継ぎ処理等 

   ④ 鉄筋、型わくに関するもの：型枠のはらみ、移動、型枠からの漏水、型わくの早期除 

    去、支保工の沈下等 

 下図は、使用材料および施工条件に関わるひび割れの特徴を示したものである。 
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使用材料・施工方法に関係するひび割れ 

（６） 鋼材腐食 

１）特徴 

 覆工コンクリートは無筋コンクリートが主体であるが、坑門等では鉄筋コンクリート構造が

採用されるなど、コンクリート中に鋼材を含む構造物もある。この種の構造物では、鋼材の腐

食・体積膨張により、鉄筋に沿ったひび割れの助長および鋼材断面の減少と、それにともなう

構造の耐力低下を生じる可能性がある。 

２）発生機構および発生しやすい条件 

 鋼材腐食の原因としては、コンクリートのかぶり厚さ、中性化深さ、塩化物含有量等の要因

が関係する。中性化にともなう経年劣化、塩害と密接な関係を有する。 

（７） アルカリ骨材反応 

 トンネル覆工では、これまでのところアルカリ骨材反応（わが国ではアルカリシリカ反応が

多い）による変状事例は少ない。 

 アルカリ骨材反応が進行するとコンクリートにはひび割れ、ゲル（反応生成物）のしみ出し、

部材のずれや移動等の劣化が生じる。無筋コンクリートでは、亀甲状のひび割れが、鉄筋コン

クリートでは鉄筋に沿ったひび割れが多く見られる。これらのひび割れが生じても構造物とし

ての耐力が直ちに低下するものではないが、凍害や科学的浸食に対する抵抗性が低下する。 
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（８） 火災 

 通行車両の事故による火災時には、コンクリートは高温条件にさらされる。火災による覆工

の劣化としては、強度、弾性係数等の力学的性質の低下、コンクリート表面および内部での爆

裂現象、はく落、ひび割れ等が考えられる。また、鉄筋コンクリート構造物では、鉄筋とコン

クリートとの付着強度の低下等がある。事故による火災の被害を受けた場合には、覆工材料の

サンプリング等により、十分にその強度・耐久性等の品質を調査する必要がある。 

（９） その他（煙害） 

 通行車両の排気ガスや煤煙含まれる窒素酸化物（ＮＯＸ）や亜硫酸ガス（ＳＯ２）が漏水中

の水分と化合して硝酸・硫酸等の強い酸性水を生成する可能性がある。コンクリートやモルタ

ル（目地材）は固有の性質として強酸に対する抵抗性は期待できないため、覆工の劣化につな

がる可能性がある。 

 交通量、排煙・排気状態、トンネル延長等が要因となるが、これまでのところ煙害による直

接的変状の例は少なく、また、劣化が急激に進行する可能性は小さいと考えられる。 

１－１－４－３ 漏水による変状 

 漏水は、覆工コンクリートの材質劣化の原因や、背面の土砂の流出による緩みの増加等に

より外力による変状の原因にもなるが、それ以外にも、漏水自体が問題となる場合がある。た

とえば、路面の滑りは交通安全上望ましくなく、トンネル内の附属施設への悪影響、さらに通

行車両の快適性および美観上の観点から望ましいものではない。また寒冷地域では、路面の凍

結やつららが発生する場合があり、とくに問題が大きい。 

 漏水の原因は、背面地山の地下水の存在、および防水工、排水工の不良等がある。現在の標

準的な山岳工法では、一般に覆工コンクリート背面に防水シートを施工することにより、ほぼ

完全な漏水対策が可能であるが、従来用いられてきた矢板工法等では、背面の湧水処理が技術

的に困難であるため、漏水が発生する割合が高い。 
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１－１－４－４ その他 

（１） 背面の空げき 

 矢板工法では、一般に覆工背面と地山の間に空げきが生ずる。この空げきは、地山を緩め、

土圧を増加させる原因となるばかりでなく、受働土圧の発生を阻害して、覆工の構造的な強度

低下の原因となる。また、土かぶりが薄い場合には、地山を緩め、地表沈下など地表面に悪い

影響を与える。矢板工法によるトンネルの建設時に、地質の悪い場合等には、覆工背面の空げ

きに裏込め注入を行うこととしているが、建設時に裏込め注入を実施しなかった区間では、ほ

とんどの場合覆工背面に空げきが存在していると考えられる。このような区間において、土圧

が増大した場合、背面の空げきが二次的な変状原因として作用し、変状が発生する場合がある。 

（２） 巻厚 

 覆工コンクリート打設時に、型わく内に十分にコンクリートが充填されずに巻厚が設計値よ

りも少なくなっているケースがある。この場合には、あわせて覆工背面において、コンクリー

トで充填されるべき箇所に空げきが残ることにもなる。巻厚が不足していることにより、設計

上想定した土圧が作用しても変状が発生する場合がある。 

（３） インバート 

 施工時には大きな土圧の作用がなくインバートを設置しなくとも地山の安定が得られたト

ンネルにおいて、施工後に何らかの要因により土圧が増大し、インバートを設置していないこ

とにより、側圧や盤ぶくれ圧に耐えられなくなり変状が発生する場合がある。この場合には、

土圧が一次的な変状原因であり、インバートを設置していないことが二次的な変状原因として

考えることができる。また、インバートを設置している場合においても、インバート厚さや曲

率が不適切な場合には同様に変状が発生する場合もある。
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１－１－５ 調査結果の判定 

調査結果に対しては、利用者被害の可能性、構造安全性および対策工の緊急性について、点

検の判定基準に基づき判定区分１～５で評価を行うものとする。 

調査により対策方針が決定した変状については、点検調書様式－６の判定区分、対策工の欄

を更新するものとする。 
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１－２  対策 

１－２－１  対策工選定の方針 

対策にあたっては､調査、原因推定からの変状の評価とトンネルの重要度を総合評価し、種々

の変状によるトンネル構造物の低下した機能や耐久性を回復させるための最適な方法を検討す

る必要がある。それには、点検および調査の結果に基づいて変状の状況を十分に把握し、対策

方法を選定するとともに、その範囲・規模などについては、対策の目的を満足する範囲で経済

性をも考慮して決定することが必要である。 

対策の種類としては、変状等が生じたトンネル各部分を正常な機能を発揮するよう補修を目

的に行う工法、変状などが進行し続けた場合やトンネル構造物に悪影響に及ぼす規模や範囲が

著しく大きな場合などに用いられる大規模な対策に大別できる。 

１－２－２  恒久対策工の選定 

トンネルの変状状況に応じた対策工の選定については、「道路トンネル変状対策工マニュア

ル(案)」「トンネル補修工法に関する手引き(案) 国土交通省中国地方整備局 平成19年3月」に

基づき、はく落対策工・漏水対策工・背面空洞及び巻厚不足について以下の恒久対策工を選定

することを基本とする。ただし、調査により変状原因を明らかにした上で対策工を選定する必

要があるものについては、調査結果に基づき必要な対策工を検討するものとする。また、点検

者の判断によりこれ以外の対策工が適切であると考えられる場合には、最適な対策工を提案で

きるものとする。 

表1.2.1(a) 変状に応じた標準的な恒久対策工 

変状状況 調査項目 恒久対策工 

ひ
び
割
れ(

覆
工)

 

コンクリートがブロック化し、はく落の恐れ
があるもの(外力が疑われない) 

不要 
変状面積に応じて、はつり落とし･
断面修復工･当て板工を選定 

放射状・同心円状のひび割れ 
電磁波レーダー
探査 

空洞の有無･覆工厚に応じて裏込
め注入工や内面補強工を選定 

幅3mm以上･段差･角欠け等外力の作用が疑わ
れるひび割れ 

進行性調査 調査結果に応じて対策工を選定 

RC構造区間における0.5mm以上もしくは漏水
を伴うひび割れ 

中性化深さ試験 
腐食状況確認 

鉄筋が健全であればひび割れ注入
工、鉄筋に腐食が認められれば詳
細調査に基づき対策工を選定 

付属施設の支持部分におけるひび割れ 不要 ひび割れ注入工 

ひ
び
割
れ(

坑
門)

 

コンクリートがブロック化し、はく落の恐れ
があるもの(外力が疑われない) 

不要 
変状面積に応じて、はつり落とし･
断面修復工･当て板工を選定 

段差･角欠け等外力の作用が疑われるひび割
れ 

進行性調査 調査結果に応じて対策工を選定 

幅0.4mm以上もしくは漏水を伴うひび割れ 
中性化深さ試験 
腐食状況確認 

調査結果に応じて対策工を選定 

付属施設の支持部分におけるひび割れ 不要 ひび割れ注入工 
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表1.2.1(b) 変状に応じた標準的な恒久対策工

変状状況 調査項目 恒久対策工 

う
き

ひび割れ･目地部ではく落の恐れがあるうき
(外力が疑われない) 

不要 
変状面積に応じて、はつり落とし･
断面修復工･当て板工を選定 

外力の作用が疑われるうき 進行性調査 調査結果に応じて対策工を選定 

ひび割れ･目地部以外のうき 
電磁波レーダー
探査 

調査結果に応じて対策工を選定 

豆
板･

C
J
･

材
料
劣
化

骨材が露出しはく落の恐れがあるもの 不要 
変状面積に応じて、はつり落とし･
断面修復工･当て板工を選定 

表面が劣化等により強度低下を起こしてい
るもの 

中性化深さ試験 
圧縮強度試験 
劣化深さ調査 

調査結果に応じて対策工を選定 

建設後40年以上経過しているもの 
電磁波レーダー
探査 

調査結果に応じて対策工を選定 

漏
水･

析
出
物

目地部や無筋区間における漏水 不要 線導水樋工･溝切り工を選定 

材料劣化部における広範囲の漏水 不要 面導水樋工を選定 

噴出・流下している漏水 
地表踏査 
湧水量調査 

調査結果に応じて対策工を選定 

つらら・側氷・氷盤 湧水量調査 
夏季に湧水量を調査し、調査結果
に応じて対策工を選定 

有害水が疑われる漏水 水質･科学分析 調査結果に応じて対策工を選定 

背
面
空
洞

背面空洞や地山露出、覆工巻厚不足が確認さ
れるもの 

電磁波レーダー
探査 
圧縮強度試験 

空洞の有無･覆工厚に応じて裏込
め注入工や内面補強工を選定 

鋼
材
露
出

鋼製支保工や構造鉄筋が露出するもの 
坑門やＲＣ構造区間で錆汁が発生するもの 

鉄筋かぶり探査 
中性化深さ調査 
腐食状況調査 

調査結果に応じて対策工を選定 

補強鉄筋が露出するもの 鉄筋かぶり探査 調査結果に応じて対策工を選定 

鋼材が露出し、鋼材や覆工のはく落が懸念さ
れるもの 

不要 
変状面積に応じて、はつり落とし･
断面修復工･当て板工を選定 

沈
下･

変
形

覆工･坑門工が傾斜･沈下･変形しているもの 
内空断面･ひび
割れ進行性調査 

調査結果に応じて対策工を選定 

横断目地が2cm以上開き、外力の作用が疑わ
れるもの 

目地開口幅の進
行性調査 

調査結果に応じて対策工を選定 

路
面

舗装の一部がひび割れによりはく離する可
能性があるもの、舗装表面の材料劣化 

不要 
コンクリート舗装用補修材による
表面補修 

舗装目地の段差やわだち掘れが顕著なもの 進行性調査 調査結果に応じて対策工を選定 

路面から湧水が発生しているもの 不要 
地下排水工等による地下水位低下
対策を選定 

歩道路面が滞水し粉塵が堆積しているもの 不要 
体積土砂の撤去、排水工の清掃 
必要に応じて漏水対策工を選定 

縁石の押出しや背面の隙間が発生し、外力の
作用が疑われるもの 

進行性調査 調査結果に応じて対策工を選定 

そ
の
他

偏土圧や地すべりが疑われる変状 

地表踏査 
地すべり動態観
測 
ひび割れ進行性
調査 

調査結果に応じて対策工を選定 

6-16



１－２－３  応急対策工の選定 

判定区分を１とした変状に対する応急対策工については、以下の工法を選定することを基本

とする。 

表1.2.2 変状に応じた標準的な応急対策工

変状種類 応急対策工 

ひび割れ、うき 
豆板・材料劣化 

はく落危険箇所の除去 
プラスチック製メッシュ(ネット)によるはく落対策 

漏水・凍結 
線導水樋の設置 
つらら・側氷の定期的な除去 

背面空洞・地山露出 プラスチック製メッシュ(ネット)によるはく落対策 

鋼材露出 
鋼材の除去 
プラスチック製メッシュ(ネット)によるはく落対策 

路面(舗装) 
ブロック化したコンクリート塊の除去 
アスファルト･急硬性補修用モルタル等による断面修復 

縁石 不安定な縁石の撤去 

排水溝・排水ます 堆積土砂の除去・側溝の清掃 

１－２－４  恒久対策工の選定基準 

はく落対策工・漏水対策工・背面空洞及び巻厚不足に対する対策工の選定基準は、「道路ト

ンネル変状対策工マニュアル(案)」および「トンネル補修工法に関する手引き(案)」の記載内

容に従うものとし、以下に選定基準を示す。 

【道路トンネル変状対策工マニュアル(案) 変状形態による本対策工の選定の目安】 
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【道路トンネル変状対策工マニュアル(案) 漏水形態による本対策工の選定の目安】 

【トンネル補修工法に関する手引き(案) 平成19年3月 国土交通省中国地方整備局】 
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第２章 すべり抵抗値の測定方法 

出典：舗装調査・試験法便覧 平成19年6月 社団法人日本道路協会 

２－１  振り子式スキッドレジスタンステスタによるすべり抵抗測定方法 
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２－２  回転式すべり抵抗測定器（ＤＦテスタ）による動的摩擦係数の測定方法 
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第３章 トンネル点検マニュアルの解説 

３－１ トンネル維持修繕における優先順位 

「トンネル簡易保守点検マニュアル(案) 平成15年4月」では、トンネル点検及び調査の効率的

な実施を目的として優先順位を検討している。しかし、平成14年度以前はトンネルの初期・定期

点検が実施されていないか記録が蓄積されておらず、平成11年度の新幹線トンネルコンクリート

塊落下事故を受けた緊急点検の結果(主にひび割れ箇所数)を基に検討する他なかったため、利用

者被害の可能性が反映された順位とはなっていなかった。 

平成30年度までにトンネル定期点検がほぼ一巡し、各トンネルにおける変状の発生状況や要対

策箇所数等が把握されたことから、利用者被害の可能性に基づくトンネルの安全性を指標化する

ことが可能となった。そこで、岐阜県が管理する１７６本のトンネルについて、１巡目定期点検

の健全度判定結果を基に、効率的に点検・調査・補修するための優先順位の見直しを行う。 

３－２ 優先順位の策定に用いる指標 

トンネル維持修繕における優先順位としては、１巡目定期点検にて発見された変状に対する補

強・補修工事の優先順位、２巡目定期点検の優先順位、照明や非常用施設等の附属施設更新にお

ける優先順位が考えられ、これらはトンネルの健全性や路線の重要性、前回の定期点検年次等に

よりそれぞれ異なるものと考えられる。そこで、維持修繕の優先順位を決定するための指標を選

定し、各指標に対するウエイトや優先度を設定した上でそれぞれの優先順位を決定する方針とす

る。 

優先順位を決める指標としては、以下の３グループが考えられる。 

① 路線の重要性を測る指標 

② トンネルの安全性を測る指標 

③ トンネルの特性を示す指標 

各グループの指標を選定した上で、グループ及び指標ごとのウエイトや優先度を検討する。 

（１） 路線の重要度を測る指標 

「トンネル簡易保守点検マニュアル(案) 平成15年4月」では、①緊急輸送道路指定、

②大型車交通量 の２つの指標で路線の重要度を評価していた。また、「岐阜県橋梁

長寿命化計画」においては、①緊急輸送道路指定、②日交通量、③大型車交通量 の

３つの指標が採用されている。 

 路線の重要性としては、災害及び事故発生時に通行機能を損なわないこと、利用す

る通行車両や歩行者等に対して不利益を与えないこと等が考えられ、以下の項目が挙
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げられる。 

 ① 緊急輸送道路指定（一次・二次・三次・指定無し） 

 ② 骨格幹線ネットワーク指定 

  （主要骨格幹線ネットワーク、骨格幹線補間ネットワーク） 

 ③ 日交通量（全車・大型車） 平成22年度道路交通センサス 

 ④ 孤立集落の有無 

 ⑤ 迂回路の有無（迂回時間） 

 ⑥ 歩道の有無（歩行者・自転車の利用状況） 

 上記の６項目より、路線の重要度を測る指標を選定する。 

 ②骨格幹線ネットワーク指定は、指定路線のほとんどが高速道路もしくは国道(直

轄)であり、岐阜県が管理する路線は緊急輸送道路の指定路線に重複している。よっ

て、①緊急輸送道路指定に含めることが可能と判断できる。 

 ③日交通量は、全車交通量と大型車交通量に分けられる。大型車交通量が多い路線

は道路の規格が高く、緊急輸送道路に指定されているものが多いことから、緊急輸送

道路指定と重複する。また、トンネルは橋梁と異なり、大型車の交通がトンネル構造

そのものに与える影響は小さい。一方で、全車交通量は、生活道路としての利用者や

通過交通を含めた指標であり、トンネルの社会的価値を示すものと考えられる。 

 ④孤立集落の有無、⑤迂回路の有無については、災害発生時やはく落等の事故発生

時、トンネルの点検・補修工事実施時における社会的な影響を図る指標である。迂回

路がある場合は、トンネル以奥が孤立しないことを示すため、④孤立集落の有無は⑤

迂回路の有無に含めることが可能と判断できる。また、迂回路の場合、迂回時間によ

り定量的な評価が可能となる。 

 ⑥歩道の有無については、トンネルが学生等の通学や車椅子等の通行に利用されて

いる場合、地域的な重要性が高い路線であると判断できる。しかし、歩道の利用状況

について、歩行者数や自転車台数は調査されておらず、極めて利用者の少ない歩道も

存在することから、歩道の有無で一概に路線の重要性を判断することは困難である。 

 以上より、路線の重要性を測る指標として、以下の３項目を選定する。 

Ａ．緊急輸送道路指定（一次・二次・三次・指定無し） 

   Ｂ．日交通量（全車） 平成22年度道路交通センサス 

   Ｃ．迂回路の有無（迂回時間） 
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（２） トンネルの安全性を測る指標 

 「トンネル簡易保守点検マニュアル(案) 平成15年4月」では、平成11年度の緊急点

検結果に基づく①１ｍ当たりひび割れ箇所数、②要対策箇所 の２つの指標でトンネ

ルの安全性を評価していた。また、「岐阜県橋梁長寿命化計画」においては、橋梁の

健全度（１～５）をそのまま指標として採用している。 

 １巡目の定期点検では、変状ごとの判定基準に基づき、各トンネルのＡ・Ｂ・Ｓ判

定の変状および箇所数が把握された。しかし、１巡目点検では判定基準が不明確であ

ったために対策が不要な変状もＢ判定として挙げられるなどばらつきがあり、Ａ・Ｂ

判定の箇所数を指標とすると点検者による判定のばらつきが優先順位に反映される懸

念がある。そこで、１巡目の点検結果についてＡ・Ｂ判定をひび割れ・うき・漏水等

の種類に分類した上で、はく落防止対策工や漏水対策工、ひび割れ注入工等の要対策

箇所数を算出するものとする。 

 トンネルの安全性を測る指標は、変状を原因とした事故が発生した場合の被害の大

きさを示すものであることから、直接的に事故に結びつかない変状は指標として適切

ではない。例えば、非寒冷地における漏水やはく落の恐れがないひび割れ等は、補修

や調査の必要性があっても利用者の安全を脅かすものではない。 

 以上より、トンネルの安全性を測る指標として、以下の２項目を選定する。 

   Ａ．要はく落対策箇所数 

   Ｂ．寒冷地における要漏水対策箇所数 

 なお、Ａ判定箇所については、早急に応急対策が実施されると想定し、応急対策済

みとしてＢ判定と同等であると見なした。Ａ判定についても①・②に該当する場合は

各箇所数に含めるものとする。 

（３） トンネルの特性を示す指標 

 トンネルの特性を示す指標としては、以下の項目が挙げられる。 

   ① トンネル建設年次 

   ② トンネル延長 

   ③ 車道幅員 

   ④ 最終点検年次 

   ⑤ 最終対策実施年次 
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３－３ 優先順位の決定方法 

「トンネル簡易保守点検マニュアル(案) 平成15年4月」の点検調査の優先順位は、緊急輸送道

路指定と大型車交通量に基づく供用性グループ（Ⅰ～Ⅳ）と、変状の発生傾向から掘削工法・ト

ンネル延長・寒冷地区分に基づく変状グループ（Ａ～Ｅ）より、変状グループを優先してＡ－Ⅰ、

Ａ－Ⅱ、～Ｅ－Ⅳの順にトンネルを並び替え、要対策箇所数・建設年次も考慮して優先順位を決

定していた。 

優先順位の見直しに当たっては、路線の重要性を測る指標は「日交通量（全車）」、トンネル

の安全性を測る指標は「はく落対策＋寒冷地の漏水対策箇所数」を用いるものとし、その他の指

標はウエイトとして加味することとする。 

「日交通量（全車）」と「はく落対策＋寒冷地の漏水対策箇所数」では、数値をそのまま用い

て並び替えを行う場合、優先する指標の順位でほぼ決定される。また、それぞれを加味して順位

を付けようとすれば、交通量と対策箇所数に応じたグループで優先順位を設ける方法が考えられ

るが、グループの分割数や数量の分け方に明確な根拠を設けることが困難である。 

そこで、変状による事故発生のリスクにより優先順位の指標を作成し、順位付けを行うことと

する。剥落等の恐れがあるトンネルを車両が通行する場合、各変状による事故発生確率が同じと

仮定すれば、「変状箇所数×交通量」がトンネル変状による事故発生のリスクとなる。つまり、

１箇所の変状箇所を100台の車両が通行する場合と100箇所の変状を1台の車両が通行する場合の

リスクは同一と考えられる。変状ごとの事故発生リスクは、事故の統計が非常に少ないことか

ら、全ての変状の事故発生確率は同一と考えるものとする。 

また、剥落等による事故発生時や点検・補修工事実施時の社会影響として、トンネルが通行止

めとなるのか、片側交互通行となるのか、迂回路が確保されているか等の条件も、路線の重要性

を測る上で重要な指標となる。迂回路の有無については、迂回路線の通行時間がトンネルを通行

した場合の通行時間と比較して2倍以上となる場合は、迂回路なしと判断する。 

剥落等による事故が発生した場合、トンネルが２車線幅員を有する場合は完全に通行止めにな

るとは考えにくいため、第１次・第２次緊急輸送道路に該当する比較的高規格な路線の社会影響

は小さいものと想定される。一方で、車道幅員が4.5m以下のトンネルでは片側交互規制により高

所作業車を用いて点検等を実施することが困難であるため、通行止め規制が必要となる。 

そこで、緊急輸送道路指定と迂回路・規制方法による指標のウエイトを次ページのとおり設定

する。 
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トンネル幅員については、幅員が4.5m以下の場合は片側交互規制による点検や工事が困難であ

ることから通行止め規制が必要となると判断した。片側交互規制が可能な幅員であっても、迂回

路がない場合は規制の影響が発生することから、迂回路がある場合よりも係数を重くした。 

「剥落＋寒冷地漏水対策箇所数」と「日交通量」および路線の重要性を測る指標(K1～K2)より

以下のとおり優先度指標を算出するものとする。 

優先度指標＝「剥落＋寒冷地漏水対策箇所数」×「日交通量」／１０００×Ｋ１×Ｋ２ 

ただし、定期点検以降に補修工事が実施された記録のあるトンネルについては、対策工が実施

されたものとし、要対策箇所数は０に変更する。 

Ｋ１ Ｋ２ 

緊急輸送道路指定 迂回路･ＴＮ幅員 

第一次緊急輸送道路 

K1=1.10 

迂回路なし･通行止め規制(幅員4.5m以下) 

K2=1.20 

第二次緊急輸送道路 

K1=1.05 

迂回路なし･片側交互規制(幅員4.6m以上) 

K2=1.10 

第三次緊急輸送道路 

緊急輸送道路指定なし 

K1=1.00 

迂回路あり･通行止め規制(幅員4.5m以下) 

K2=1.05 

迂回路あり･片側交互規制(幅員4.6m以上) 

K2=1.00 
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３－４ 対策・点検・附属施設更新における優先順位 

（１） 対策工実施の優先順位 

トンネル変状箇所に対する対策工実施の優先順位は優先度指標の大きい順とし、優

先度指標が同一の場合は、①建設年次の古いトンネル、②トンネル延長の長いトンネ

ルを優先するものとする。 

6-36



（２） 定期点検実施の優先順位 

 定期点検は５年に１回実施することが基本であるが、平成２５年度に点検本数が集

中しているため、毎年の点検本数の平準化が求められる。定期点検の優先順位は、点

検未実施のトンネル、５年以上点検されていないトンネルを優先し、平成２５年度に

点検されたトンネルは対策工実施の優先順位に基づき平成３０年～３５年に配分する

ものとする。 
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（３） 附属施設更新の優先順位 

 附属施設の更新は、１５年毎に実施するものとし、建設後１５年に満たないトンネ

ルは建設年次の１５年後に更新する計画とする。更新の優先順位は、路線の重要性を

優先するものとし、トンネルの安全性は附属施設の更新に加味しないこととする。そ

こで、附属施設更新における優先順位は、以下の指標により決定する。 

優先度指標＝「日交通量」×Ｋ１×Ｋ２

 優先度指標が同一の場合は、建設年次の古いトンネルを優先し、順位を決定するも

のとする。 
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